
 

  

 

（日時） 令和５年８月９日（水） 

（場所） 印西市役所 本庁舎３階 市長応接室 

（出席者） 市長、副市長、教育長 

総務部長、企画財政部長、市民部長、環境経済部長、福祉部長、健康こども部長、都市建設部長、教育部長、

総務課長、企画政策課長、財政課長 

（欠席者） 上下水道部長、 

 

【令和５－９】第二次印西市学校適正規模・適正配置基本方針（素案）について【教育総務課・学務課】 

 

平成２８年１０月に印西市学校適正規模・適正配置基本方針を策定し、小規模校・大規模校対策を実施して

きている。 

また、学校を取り巻く環境の変化を踏まえ、令和３年度には改訂版を策定し、学校適正配置を推進している。 

現在、基本方針の策定から６年が経過したが、学校の小規模化と大規模化が同時に進行している状況が続い

ている。 

このようなことから、学校の小規模化・大規模化によって生じる教育指導面・学校運営面での諸課題を解消

し、子どもたちの未来に向けより良い教育環境を整え、教育の質の向上を図るため、その指針となる第二次学

校適正規模・適正配置基本方針の策定について付議するもの。 

【令和５－９】について、承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第８条） 

 

政 策 調 整 会 議 付 議 書 

整理番号 令和５－９ 付議年月日 令和５年８月９日 

所管部課名 教育委員会教育部教育総務課・学務課 

件   名 第二次印西市学校適正規模・適正配置基本方針（素案）について 

理由及び概要 

平成２８年１０月に印西市学校適正規模・適正配置基本方針を策定し、小

規模校・大規模校対策を実施してきている。 

また、学校を取り巻く環境の変化を踏まえ、令和３年度には改訂版を策定

し、学校適正配置を推進している。 

現在、基本方針の策定から６年が経過したが、学校の小規模化と大規模化

が同時に進行している状況が続いている。 

このようなことから、学校の小規模化・大規模化によって生じる教育指導

面・学校運営面での諸課題を解消し、子どもたちの未来に向けより良い教育

環境を整え、教育の質の向上を図るため、その指針となる第二次学校適正規

模・適正配置基本方針の策定について付議するもの。 

問題点及び 

調整事項 
 

関係法規及び

関係所管 

印西市立小学校設置条例（昭和 39年３月 11日条例第 11号） 

印西市立中学校設置条例（昭和 39年３月 11日条例第 12号） 

学校教育法施行規則（昭和 22年文部省令第 11号） 

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令（昭和 33年法

令第 189号） 

対応方針 
令和 5年 9月 パブリックコメントを実施 

令和 5年 11月 策定 

※決定区分 

 

１・承認      ２・継続審議      ３・却下 

 


